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運営費交付金

算定対象収入

（授業料等）

収入見込額

（H22 見込額で固定）

収入見込額を上回った額

運営費交付金

算定対象外収入

（文献複写料収入等）

費 用

執行残

普通運営費交付金

（効率化対象外経費）

特別運営費交付金

費 用

執行残

普通運営費交付金

（効率化対象経費）

費 用

経費抑制による執行残

① 自己収入による利益のうち次に掲げるものは、経営努力により生じたものとする。

ア 運営費交付金算定対象収入（授業料、入学金、入学検定料等）が見込額（平成 22 年度見込額で固定）を上回ったことにより生じた利益

イ 運営費交付金算定対象外収入（文献複写収入、受託事業収入等）から生じた利益

② 普通運営費交付金（効率化対象経費）を財源として法人が本来行うべき業務を効率的に行った結果生じた利益は、原則として経営努力による

ものとする。

経営努力認定の考え方（案）
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収 益 費用・利益

執行残は運営費交付金債務のまま翌事業年度へ繰り越され、利益は生じな

い（実際には、執行残見込額を当該事業年度の運営費交付金から減額する

ため、運営費交付金債務として繰り越される額は僅少）。

中期目標期間終了時に残った運営費交付金債務は全額収益化し、県に納付

原則、経営努力として認定（目的積立金として整理）

経営努力認定の具体的な取扱い

経営努力として認定（目的積立金として整理）
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